
 

香南市交流人口拡大受入環境整備事業費補助金交付要綱  

（趣旨）  

第１条  この告示は、香南市補助金交付規則（平成 18年香南市規則第45号）第25条の

規定に基づき、香南市交流人口拡大受入環境整備事業費補助金（以下「補助金」と

いう。）の交付に関し必要な事項を定めるものとする。  

（補助の目的）  

第２条  市は、市内を訪れる子育て世帯、外国人、高齢者、障害者等多様な人々に快

適な環境の提供に取り組む観光事業者等を支援することで、受入環境の向上と交流

人口の拡大につなげることを目的として、受入環境整備に要する経費に対して、予

算の範囲内で補助金を交付するものとする。  

（補助事業等）  

第３条  補助事業、補助事業者、補助対象経費、補助率、補助金限度額等は、別表に

定めるとおりとする。 

（補助の条件）  

第４条  補助事業者は、第２条に規定する補助の目的を達成するため、次に掲げる事

項を遵守しなければならない。  

(１) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び

支出についての証拠書類を補助対象事業終了の翌年度から起算して５年間整備及

び保管をすること。  

(２) 補助事業により取得した財産については、補助対象事業の完了後においても

適切な管理を行うとともに、その効率的な運用を図ること。  

(３) 補助事業に係る契約の手続については、香南市が行う契約の手続の取扱いに

準じて行うこと。  

(４) 補助事業の実施に当たっては、香南市の事務及び事業における暴力団の排除

に関する規則（平成 25年香南市規則第２号）第２条第２項第５号に規定する排除

措置対象者を契約の相手方としない等の暴力団等の排除に係る市の取扱いに準じ

て行うこと。  

(５) 市町村税（国民健康保険税又は国民健康保険料を含む。）の滞納がないこ

と。  

(６) 市の他の補助金等との併用をしていないこと。  



 

（交付の申請）  

第５条  補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、香南市交流人口拡大

受入環境整備事業費補助金交付申請書（様式第１号）に関係書類を添えて、市長に

申請しなければならない。  

２ 補助事業者は、前項の規定による申請に当たっては、当該補助金に係る消費税仕

入控除税額等（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税の相当額のうち、消

費税法（昭和63年法律第108号）に規定する仕入れに係る消費税として控除するこ

とができる部分の金額及び当該金額に地方税法（昭和 25年法律第226号）に規定す

る地方消費税の税率を乗じて得た金額をいう。以下同じ）がある場合は、これを減

額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税

仕入控除税額等が明らかではない場合については、この限りでない。  

（交付の決定）  

第６条  市長は、前条第１項の規定による申請が適当であると認めたときは、補助金

の交付を決定し、香南市交流人口拡大受入環境整備事業費補助金交付決定通知書

（様式第２号）により当該補助事業者に通知するものとする。ただし、当該申請を

したものが、香南市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則第２条第２

項第５号に規定する排除措置対象者に該当すると認める場合は、この限りでない。  

（補助事業の変更等）  

第７条  前条の規定により補助金の交付決定を受けた補助事業者は、補助事業の内容

を変更し、又は中止し、若しくは廃止しようとするときは、香南市交流人口拡大受

入環境整備事業費補助金変更（中止・廃止）承認申請書（様式第３号）に必要とす

る書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。  

２ 前条の規定は、前項の規定による承認について準用する。  

（実績報告）  

第８条  補助事業者は、補助事業が完了した日若しくは前条第１項に規定する補助事

業の中止若しくは廃止の承認を受けた日から起算して 30日を経過した日又は補助事

業の実施年度の３月31日のいずれか早い期日までに、香南市交流人口拡大受入環境

整備事業費補助金実績報告書（様式第４号）に必要な書類を添えて、市長に報告し

なければならない。  

２ 第５条第２項ただし書の規定により補助金の交付を申請した補助事業者は、実績



 

報告書の提出に当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになっ

たときは、これを補助金額から減額して報告しなければならない。  

３ 第５条第２項ただし書の規定により補助金の交付を申請した補助事業者は、実績

報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係

る消費税仕入控除額等が確定したときは、その金額（前項の規定により減額した補

助事業者にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の金額）を香南市産業振興

計画推進事業費補助金に係る消費税仕入控除税額等報告書（様式第５号）により速

やかに市長に報告するとともに、市長の返還命令を受けて、これを返還しなければ

ならない。  

（補助金の確定）  

第９条  市長は、前条の実績報告があったときは、その審査を行い、補助事業の実施

結果が補助金の内容に適合すると認めたときは、補助金の交付の額を確定し、香南

市交流人口拡大受入環境整備事業費補助金確定通知書（様式第６号）により、速や

かに当該補助事業者に通知するものとする。ただし、交付決定の額と確定の額が同

額である場合は、この限りでない。  

２ 補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てるものとす

る。  

（交付の請求）  

第10条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、香南市交流人口拡大

受入環境整備事業費補助金請求書（様式第７号）を市長に提出し、補助金の交付を

請求しなければならない。  

（概算払）  

第11条 補助事業者は、補助金の概算払を受けようとするときは、香南市交流人口拡

大受入環境整備事業費補助金概算払請求書（様式第８号）を市長に提出しなければ

ならない。  

（補助金の返還）  

第12条 市長は、第９条の規定により確定した補助金の額が既に交付された補助金の

額に満たない場合又は補助事業者が補助金を他の用途に使用した場合は、その相当

する金額について期限を定めて返還させることができる。  

（財産処分の制限等）  



 

第13条 補助事業により取得した単価 10万円以上の財産については、減価償却資産の

耐用年数等に関する省令（昭和 40年大蔵省令第15号）に定められている耐用年数に

相当する期間において、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃

棄し、貸し付け、又は担保に供する場合は、事前に香南市交流人口拡大受入環境整

備事業費補助金財産処分承認申請書（様式第９号）を市長に提出し、その承認を受

けなければならない。  

（その他）  

第14条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別

に定める。  

附 則  

（施行期日）  

１ この告示は、令和７年４月１日から施行する。  

 （失効）  

２ この告示は、令和10年５月31日限り、その効力を失う。ただし、この告示に基づ

き交付された補助金については、第４条、第８条第３項及び第13条の規定は、同日

後もなおその効力を有する。  

別表（第３条関係）  

補助事業  補助事業者  補助対象経費  補助率・限度額  

① 子育て世帯受入環境

整備事業  

市内に事業所を

有する以下の

事業者  

① 観光施設  

② 宿泊施設  

③ 飲食店  

④ 小売店  

⑤ 交通機関  

⑥ ①から⑤ま

でに掲げるも

ののほか、目

① 備品等購入事業  

・子育て世帯の受入れに必

要な備品等の購入に係る

経費  

② 施設整備事業（ハード

整備）  

・子育て世帯の受入れに当

たって必要な施設の設

置、改修に係る経費  

③ ①、②に掲げるものの

ほか、受入環境整備に必

１／２以内  

限度額：

200,000円 



 

的に沿った受

入環境整備を

行う観光事業

者等  

要な経費  

② 外国人受入環境整備

事業  

① 多言語整備事業  

・外国人の受入れに当たっ

て多言語整備に必要な経

費 

② 研修事業  

・外国人の受入れに当たっ

てサービス向上につなが

る研修に係る経費  

③ 環境整備事業（ソフト

整備）  

・外国人の受入れに当たっ

てサービス向上につなが

る整備に必要な経費  

④ ①から③までに掲げる

もののほか、受入環境整

備に必要な経費  

③ 高齢者、障害者等受

入環境整備事業  

① 備品等購入事業  

・高齢者、障害者等の受入

れに当たって必要な備品

等の購入に係る経費  

② 施設整備事業（ハード

整備）  

・高齢者、障害者等の受入

れに当たって必要な施設

の設置、改修に係る経費  

③ 研修事業  

・高齢者、障害者等の受入

れに当たってサービス向



 

上につながる研修に係る

経費  

④ ①から③までに掲げる

もののほか、受入環境整

備に必要な経費  

備考  

１ 次に掲げる経費は、補助対象経費とは認めない。  

(１) 補助事業と直接関係がない団体の恒常的な運営経費  

(２) 団体の内部の者に対する謝金及び委託料  

(３) 飲食又は宿泊を伴う企画等における参加者の飲食費  

(４) 用地の取得及び整地に要する経費  

(５) 既存の施設及び設備等の撤去並びにその処理（分別、収集、運搬、再

生、処分等をいう。）に要する経費。ただし、改修に伴い発生する撤去に要

する経費は、補助の対象とすることができるものとする。  

(６) 既存施設等の改修経費で単なる維持修繕を目的とするもの  

(７) 公課費  

(８) (１)から(７)までに掲げるもののほか、補助することが適当であると認

められない経費  

２ 補助金の交付は、１年度につき１補助事業者当たり１回を限度とする。  


